
○鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成８年４月１日規則第１１号

改正
平成２５年３月２９日規則第１１号
平成２６年３月２０日規則第５号

鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則
（趣旨）

第１条　この規則は、鏡石町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例（平成７年鏡石町条例第
２９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（分担金の徴収方法）

第２条　条例第４条に規定する分担金は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書（第１号
様式。以下「納入通知書」という。）により、当該受益者に通知しなければならない。

２　前項に定める分担金は、納入通知書を発行した日から１４日以内に納付しなければならな
い。

３　条例第４条に規定する分担金について、同一敷地に排水設備工事を施工するにあたり、地
形的及び技術的に汚水ますをやむを得ず複数設置する場合で町長が特に認めるときは、汚水
ます１か所とみなすことができる。ただし一般住宅１戸に限る。
（分担金の減免）

第３条　条例第６条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業
受益者分担金減免申請書（第２号様式）に町長が必要と認める書類及び資料を添えて、提出
しなければならない。

２　町長は、前項の申請があったときは、鏡石町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条
例施行規則（平成５年鏡石町規則第１０号）別表第２に規定する下水道事業受益者負担金減免
基準の例により分担金の減免の可否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知
書（第３号様式）により通知するものとする。

３　分担金の減免を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、直ちに農業集落排水事業受
益者分担金減免消滅届（第４号様式）により、町長に届けなければならない。

４　町長は、前項の届出があったときは、遅滞なく残期間の減免を取り消し、その減免に係る
分担金を納入通知書により徴収するものとする。
（帳簿の整理）

第４条　町長は、分担金の徴収に関する農業集落排水事業加入者台帳（第５号様式）及び分担
金の賦課徴収に関する農業集落排水事業受益者分担金賦課徴収台帳（第６号様式）を備え、
整理しておかなければならない。
（委任）

第５条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附　則

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成２５年３月２９日規則第１１号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
附　則（平成２６年３月２０日規則第５号）

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。
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第１号様式（第２条関係）
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第２号様式（第３条関係）
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第３号様式（第３条関係）
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第４号様式（第３条関係）
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第５号様式（第４条関係）

第６号様式（第４条関係）
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